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「 結婚祝 金」制度もあります「 結 婚 祝 金」制度もあります

申込フォーム申込フォーム

いばらき出会いサポートセンター入会助成金 結 婚 仲 介 奨 励 金結 婚 仲 介 奨 励 金

美浦村産業後継者結婚促進協議会による「結婚」に関する助成金美浦村産業後継者結婚促進協議会による「結婚」に関する助成金
美浦村産業後継者結婚促進協議会では、村内の産業後継者の結婚促進対策として『いばらき出会いサポ
ートセンター（であいば）入会助成金』や『結婚仲介奨励金』をご用意しております。皆さん、ぜひご
活用ください。＊一定の要件があります。詳しくは役場総務課にお尋ねください。

◇申請できる方　一般社団法人いばらき出会い
　サポートセンターに入会した方で、申請時点
　で退会していない方
◇申請期限　入会後１年以内
◇助成金の額　１万１，０００円（１人１回のみ）
◇申請方法　交付申請書（役場総務課に配置）に
　より、入会をした本人が申請

◇申請できる方　仲介等により産業後継者の結
　婚の馴れ初めをつくった村内在住の方
※営利目的で行う仲介は対象外。
◇申請期限　当事者が婚姻届を提出後１年以内
◇奨励金の額　一組の仲介につき３万円
◇申請方法　交付申請書（役場総務課に配置）に
　より、仲介人本人が申請

　問合せ　美浦村産業後継者結婚促進協議会事務局（役場総務課）☎０２９－８８５－０３４０（内）２０５問合せ　美浦村産業後継者結婚促進協議会事務局（役場総務課）☎０２９－８８５－０３４０（内）２０５

　内　　容　プロフィール交換、フリータイム等（クイズイベントもあります）
　参 加 費　男性：４，０００円　女性：１，０００円
　参加資格　男性：美浦村在住または在勤で２０歳以上の独身の方
　　　　　　女性：２０歳以上の独身の方
　募集人数　男性：２０名　女性：２０名
　申込締切　２月１０日（金）　＊応募者多数の場合は抽選となります。
　申込方法　MIHOカップリングパーティー専用申込フォームから申込みください。
　　　　　　＊右記ＱＲコードからアクセスできます。
　　　　　　《お預かりした情報は、当事業以外には使用いたしません。》
　問合せ先　美浦村商工会青年部カップリングパーティー事務局☎０２９－８８５－２２５０　
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問合せ先 美浦村商工会青年部カップリングパーティー事務局☎０２９－８８５－２２５０

【日　時】　令和５年２月１８日（土）　午後３時から
【会　場】　Ｌ’ＡＵＢＥ　Ｋａｓｕｍｉｇａｕｒａ（土浦市川口２－１１－３１）
【主　催】　美浦村商工会青年部・美浦村

【日　時】令和５年２月１８日（土）午後３時から
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結婚成立時点において申請者が１年以上美浦村に在住しており、結婚後も美浦村に在住
する場合は、祝金の申請（結婚成立後１年以内）時に祝金１０万円交付。以降、婚姻および
村内在住が継続している限り、結婚記念日（４回目まで）ごとの申請時に１０万円。
※祝金の交付回数は最高５回。合計交付額は最高で５０万円です。

結婚成立時点において申請者が１年以上美浦村に在住しており、結婚後も美浦村に在住
する場合は、祝金の申請（結婚成立後１年以内）時に祝金１０万円交付。以降、婚姻および
村内在住が継続している限り、結婚記念日（４回目まで）ごとの申請時に１０万円。
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コロナ対策万全に開催します！コロナ対策万全に開催します！

ＭＩＨＯカップリングパーティーＭＩＨＯカップリングパーティーＭＩＨＯカップリングパーティー

◆このカップリングパーティーを機にカップルとなり、先々めでたく
　ご成婚となった場合、以下の規定に該当するご夫婦には祝金が交付されます。
◆このカップリングパーティーを機にカップルとなり、先々めでたく
　ご成婚となった場合、以下の規定に該当するご夫婦には祝金が交付されます。

◎ご不明な点はお気軽にお問い合わせください！◎ご不明な点はお気軽にお問い合わせください！

令和４年分確定申告に関する
竜ケ崎税務署からのお知らせ
令和４年分確定申告に関する
竜ケ崎税務署からのお知らせ

■問合せ　竜ケ崎税務署　☎０２９７－６６－１３０３

ご自宅等からスマートフォン・パソコンで確定申告をご自宅等からスマートフォン・パソコンで確定申告を

所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します


